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第 4 章 海岸保全・洪水管理の現状と課題 

海岸地帯の災害は、与えられた自然条件のもとで、人間の活動が海岸域で行われることにより発生

する。「セ」国の EIA の施設建設に関するマニュアルに、災害の生じやすい場所や、砂浜や湿地等の

環境的、文化的に価値を有する場所での建設を避けるように述べられているものの、これが実態とし

て守られていないことから災害の問題を生じているものと考えられる。これはマニュアルが概念的、

網羅的で「セ」国での環境に適合したマニュアルになっておらず、具体的な記載が無いために生じて

いる可能性がある。 

これらの問題への対応としては、災害等が発生しないように計画を策定し、それに従った活動を実

施し、また影響を与える海岸地帯での活動を規制することがひとつの方法である。この意味で、計画

及び法制はかなりの程度整備されており、海岸地帯の利用に関しては、海岸管理計画が定められてお

り、また、開発に際しては環境影響評価が実施され、珊瑚砂の採取は禁止されている。しかし、実態

として問題を生じていることから、その実効性が課題と考えられる。これは財政的制約や社会文化的

な理由で問題を生じている部分もある。 

実効性に関しては人材の問題がある。国自体の人口が尐ないことから、専門家を養成することが難

しく、関係機関の担当者が尐なく、また住民の防災に関する教育も不十分な可能性がある。例えば、

地域の状況に関する教育にしても、古くは Atlas for Seychelles（1938）があったが現在は刊行されて

おらず、「セ」国の特性に関する教育が十分でないと考えられる。 

4-1 海岸侵食被害の実態 

既往の文献及び前回及び今回の調査で海岸が侵食されている地点を抽出した結果、その状況は次の

通りである。このうち、マヘ島のノース・イースト・ポイント（North East Point）、バラザール（Baie 

Lazare）、プララン島のアンセ・ケラン（Anse Kerlan）、ラ・ディーグ島のラ・パス（La Passe）は今

回詳細調査の候補としてあげられた地点で、現時点で住民からの対策の要望が出ている地点である。

前回の準備調査ではマヘ島のアンセ・ノルデセ（Anse Nord D’est）、オ・カップ（Aux Cap）、アンセ・

ロイヤル（Anse Royal）、アンセ・グアレッテ（Anse Gaulettes： Baie Lazare）、 プララン島のアンセ・

ケラン、アンセ・タカマカ（Anse Takamaka）、 ラ・ディーグ島のラ・パス、アンセ・ウニオン（Anse 

Union）が緊急度の高い海浜としてあげられている。なお、UNCCC（2008）による気候変動に関連す

る 2007 年 3 月の調査で侵食が激しいと指摘された海浜は、判定基準としてはリーフが存在せず 2m

以上の浜崖ができているとして、マヘ島のアンセ・ファウレ（Anse Faure）、カレフリー（Carefree）、

エクスメソロ（Ex Methro）、プララン島のペティアンセ・ケラン（Petite Anse Kerlan）、アンセ・ケラ

ン、ペティ・アンセ（Prtite Anse）、ラ・ディーグ島のラ・パス、アンセ・ウニオン、アンセ・ヴェレ

（Anse Severe）があげられている。 

4-1-1 ノース・イースト・ポイント（North East Point、マヘ島） 

マヘ島の北東に位置し、図  4-1-1 に示すように海岸が北東に面し凸型であり、両側には岩礁からな

る岬が位置する延長 1.7kmの海岸であり中央部汀線付近に岩礁が見られる。砂浜幅は変動があり 10m

から 40m、平均約 20m 程度であり、汀線付近及び沖にはビーチロックが存在している。また、珊瑚

礁の幅は比較的狭い。図  4-1-2 に示すように海岸には道路、バス停やリハビリテーションセンターが
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位置している。 

UNFCC（2008）の報告書によれば、2007 年 5 月 15 日から 16 日にかけての大潮でこの海岸では砂

が道路に打ちあがっている写真が示されている。 

海岸護岸が波による被災を受け、一部砕石による補修がなされているが、潮位や波高が高い場合に

は波や砂が道路に打ち上げる状況にある。砂浜の状況をグーグルアースで調べると汀線の変動があり、

図  4-1-3 の 2002 年 11 月には北側での堆積、図  4-1-4 の 2003 年 2 月及び図  4-1-5 の 2005 年 2 月では

ほぼ一様な堆積となっている。 

 

図 4-1-1 ノースポイント位置図（縮尺：格子間隔 1km） 
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図 4-1-2 ノース・イースト・ポイントの海岸状況（2010 年 6 月） 

 

図 4-1-3 ノース・イースト・ポイント（グーグルアース：2002 年 11 月） 

 

図 4-1-4 ノース・イースト・ポイント（グーグルアース：2003 年 2 月） 
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図 4-1-5 ノース・イースト・ポイント（グーグルアース：2005 年 2 月） 

4-1-2 ベ・ラザール（Baie Lazare、マヘ島） 

单西に面したベ・ラザール湾に位置する海岸で、図  4-1-6 に示すように両側に岬を有する延長約

22kmのポケットビーチで中央の岩礁、单東側にベ・ラザール川（Riviere Baie Lazare）が流入してい

る。珊瑚礁は幅 100m～200m と広いが、川の流入のためか河口付近では珊瑚礁の発達が悪く、広い

水路が形成されている。海岸に沿って道路があり、その岸側に民家や商店が位置している。 

UNFCC（2008）の報告書には、2007 年 5 月 15 日から 16 日にかけての大潮でこの海岸では珊瑚塊

が道路に打ちあがっている写真が示されている。 

侵食は 2～3 年前から進行しているとされ、前回の予備調査では单側の海岸で高さ 0.5 から 1.0mの

浜崖が延長 200m～300mの区間で存在していた。 

今回の現在調査では、砂浜の幅が狭くなっている場所があり、図  4-1-7 のように浜崖が見られ、古

い木杭及び石張りの護岸の倒壊した跡が残っていた。約 2 ヶ月前に漁船の流入のために珊瑚礁を爆破

しその影響で侵食が生じたのではないといわれている。波の来襲状況をみたが、特に水路が存在する

と考えられる地点での波峰線の変化は見られなかった。 

砂浜の状況をグーグルアースで調べると変動があり、図  4-1-8 の 2003 年 1 月には河口前面で砂浜

が突出しおり、それが図  4-1-9 の 2004 年 11 月には後退すると共に、北側の砂浜幅が増加し、单側で

は減尐している。 
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図 4-1-6 ベ・ラザール位置図（縮尺：格子間隔 1km） 

 

 

図 4-1-7 ベ・ラザールの海岸状況（2010 年 7 月） 
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図 4-1-8 ベ・ラザール（グーグルアース：2003 年 1 月） 

 

 

図 4-1-9 ベ・ラザール（グーグルアース：2004 年 11 月） 

4-1-3 アンセ・ケラン（Anse Kerlan、プララン島） 

プララン島の北東に位置するアンセ・ケランは凸型の海岸で、西に面し、单はグランアンセ（Grand’ 

Anse）につながる一連の海岸の北側に位置し、両側に岬を控えており、連続する砂浜は約 22kmに達

する。砂浜の幅は一様ではなく、ほとんど無い場所から 40m と場所によって変化している。また、

河川の流入のためか、河口では砂浜が広い場所が見られる。珊瑚礁は北側では狭く 100m から 200m

であるが、单側では 1kmから 2km と広くなっている。 

侵食については、すでに 1998 年の新聞（Seychelles Nation、1998 年 5 月 18 日）で報道され、住民

は過去に 1 万 m
2の土地が失われ、30m後退したと述べており、これにより道路の山側への付け替え

が必要になったとしている。また、当時は单側のアンセ・コルバグ（Anse Corbigeau）で満潮時に波

が押し寄せ海岸の樹木が倒れ、政府により突堤の建設が進められた。アンセ・ケランの住民が信じて

いるようにすべてが失われたのではなく、海岸の侵食は更に单のノベレデコベレテ（Noubelle 

Decouverte）での堆積となると他の住民は述べている。 



 

4-7 

その後 1990 年には 5 基の突堤が建設されており、これに加えてさらに突堤が補強または追加され

ている。 

津波が 2004 年 12 月に来襲し、この海岸は大きな被害を受けた。津波の第 1 波が引き波で始まり、

それが戻りつつ砂丘を越え、樹木を倒し、家や庭の作物を破壊した。第 2 波の引波により 20 万 m
3

に上る土砂を沖へ運び、海岸には侵食で生じた 2.5m の高さの浜崖を残していった。（National Rapid 

Environmental Assessment-Seychelles）なお、津波の第 1 波は験潮記録では寄せ波から始まっているが、

当時は干潮のため寄せ波には気づかず、引き波が顕著であったと考えられる。 

前回の準備調査では住民等の話によると海岸侵食は 1980 年代に始まり、1989 年から 95 年にかけ

て 6 基の突堤が建設され、それ以後も侵食が進み、現在年間 5m～6m の汀線後退が生じているとし

ている。海岸の状況は図  4-1-10 のようであり、また高さ 2m の浜崖が形成され、椰子や高木の根が

露出している。住民は応急対策の木製護岸を建設しているが、民家までの距離が 10m に迫っている

箇所もある。 

今回の現地調査では、侵食が進み、樹木を投入しているが侵食はとまっていない。突堤が細かい間

隔で配置されており、突堤に沿った沖への離岸流とそれに伴う浮遊砂の移動が見られた。また、北端

では突堤間に堆積している。一部では侵食のためか住むのを放棄した家が見られた。なお、侵食が問

題になっている土地は個人が所有しており、道路は海岸から離れた地点を通っている。 

海浜の変形状況をグーグルアースで調べた結果によると、図  4-1-11 の 2004 年 12 月にはほぼ一様

な砂浜であったものが、図  4-1-12 の 2005 年 6 月には北側の岬付近での堆積、突堤間での堆積を生じ

ているが、その間では侵食の傾向を示している。また、図  4-1-13 の 2008 年 5 月では元に戻り、ほぼ

一様な砂浜となっている。 

 

図 4-1-10 アンセ・ケランの海岸及び突堤の状況 
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図 4-1-11 アンセ・ケラン（グーグルアース：2004 年 12 月） 

 

図 4-1-12 アンセ・ケラン（グーグルアース：2005 年 6 月） 

 

図 4-1-13 アンセ・ケラン（グーグルアース：2008 年 5 月） 
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4-1-4 ラ・パス（La Passe、ラ・ディーグ島） 

図  4-1-14 に示すようにラ・ディーグ島の他島との連絡用船の泊地と埠頭（Pier）が位置している北

西に面した海岸で、前面にプララン島が位置している。両側に岬が位置する連続する約 2km の砂浜

の北側に位置する。珊瑚礁は 200mから 500mの幅を有し、埠頭のある港の位置では水路が形成され

狭くなっている。砂浜幅は 10mから 30m程度であるが、埠頭单側の堆積域では 50m を超えている。 

泊地に隣接する集魚センター（Fish Collection Center）が 1991 年に侵食の危険にさらされた。敷地

が侵食され、ココナッツの木が倒れた。海岸線はセンターの建設以前の 1986 年から約 4.5m後退して

いた（IOC Workshop Report No.96）。図  4-1-14の地図は 1986年の状況を示しているが、最近は図  4-1-15

に示すように防波堤が建設されている。 

前回の準備調査では、埠頭のすぐ单では砂が堆積し汀線が 50m以上前進している。2000 年ごろ埠

頭の沖側に防波堤が建設され、その後著しい堆積が生じ、フェリーの接岸、停泊に支障をきたし、埠

頭は 2 回ほど延長されている。また、泊地及び航路の水深を維持するために埠頭の单側で小型バック

ホウによる浚渫が行われている。浚渫された砂は北側の埋め立てに使用され、その護岸は木杭ででき

ている。埠頭の单約 200mの 150m～200mの範囲では著しい海岸侵食が生じており、浜崖の形成や倒

木が発生しているとしている。 

今回の現地調査でも、突堤の单側では珊瑚砂及び珊瑚塊の堆積を生じ、一部地表は草で覆われ、泊

地としては使用できなくなり困っていた。北側の泊地では堆積が尐なく、特に問題は無いと考えられ

る。また、港の北側ではホテルの拡張が行われており、これに関連し砕石による突堤とこれに沿った

排水のための水路が建設中である。港と突堤の間では木杭により護岸が設けられている。波が打ち上

げるのか、護岸近くでは埋め立て材が流出している。 
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図 4-1-14 ラ・ディーグ、ラ・パスの位置図（縮尺：格子間隔 1km） 
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図 4-1-15 ラ・パス（グーグルアース：2005 年 5 月） 

4-1-5 アンセ・ノルデセ（Anse Nord D’set、マヘ島） 

マヘ島の最北端に位置し北に面し、両側を岩礁の岬で囲まれたポケットビーチで、道路が海岸に隣

接してある。リーフ及び砂浜は狭く、また汀線付近には一部ビーチロックが存在する。道路は直立に

近い石張り護岸で守られている。前回の準備調査では越波による道路の浸水及び砂の打上が問題とな

っている。 

4-1-6 オ・カップ（Aux Cap、マヘ島） 

マヘ島の東に位置し、沿岸方向に約 2km の海岸で、両端に岬を有し、前面は幅約 500m～800m の

広い珊瑚礁からなる。海岸には 1960～70 年代に建設された突堤や、80 年代の直立護岸が存在し、一

部は倒壊している。また、80 年代までは砂の採取が行われていたが規制されたため、現在は行われ

ていない。砂浜の幅は 15m～20mと狭く、一部ではほとんど無い区間もある。 

4-1-7 アンセ・ロイヤル（Anse Royal、マヘ島） 

マヘ島の東に位置し、沿岸方向に約 2.5km の海岸で、両端に岬を有し、前面は幅約 500m～800m

の広い珊瑚礁からなる。また、珊瑚礁には部分的に水路が存在する。 

UNFCC（2008）の報告書によれば、海岸には 2m 以上の浜崖が発生し、現地での観察、漁民から

のヒアリング、写真によると、漁船の水路のための珊瑚礁の爆破が侵食に影響しているとしている。

ただ、2003 年から 2008 年までのビーチモニタリングの結果によると必ずしも侵食が継続的に生じて

いるのではなく海浜は変動していることを示している。 

前回の準備調査では全体としてはほぼ安定しているが、この海岸の单側では侵食が生じ、住民の話

では 2 年間で約 30mの侵食が生じたとされている。 

4-1-8 アンセ・タカマカ（Anse Takamaka、プララン島） 

プララン島の北東部に位置する海岸で、北東に面しており北側にはクルース島（Curieuse Island）

が位置している。 
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前回の準備調査では前浜が無く、汀線から背後の道路までは距離が数 m と迫っており、浜崖が連

続して存在しているとしている。 

4-1-9 アンセ・ウニオン（Anse Union、ラ・ディーグ島） 

ラ・ディーグ島の单西側に位置し、延長約 1kmの広い珊瑚礁で囲まれた海岸である。 

前回の準備調査では部分的に浜崖が存在し、船の補修用として設けられたスリップウェイ及び突堤

の周辺で侵食、堆積が生じている。侵食部では樹木や護岸の倒壊が生じている。 

4-2 海岸侵食対策の状況 

海岸侵食対策は個別に侵食が問題となった場所でそのときの状況に応じて工事が行われている。こ

こでは、実施されている構造物対策と非構造物対策の状況について述べる。 

4-2-1 構造物対策 

構造物対策として、木杭による護岸、石張り護岸、木杭の突堤、捨石による突堤が造られている。

いずれも現地の材料を活用したものである。DOT では、主に海岸沿いの道路の侵食・洗掘防止とし

て護岸を建設している。護岸の構造は、標準断面として 2 つのタイプの練り石積みが設定されており、

基本的に現地の状況を見ながら、2 タイプの内どちらかのタイプが選定されている。護岸の設計にお

いては、設計基準等が整備されておらず、波や流れ等の外力は考慮されていない。CESD では、これ

まで海岸侵食の著しい箇所において、護岸、突堤、ヘットランド、離岸堤等を設置している。しかし、

同局では、設計基準やマニュアル等が整備されておらず、これまで海岸構造物の設計・施工について

は施工業者からの提案に依存している状況である。 

なお、工費はプララン島のアンセ・ケランで建設された 2 基の突堤見積もりが 2006 年 5 月時点で

3,586,400 セーシェルルピーとなっている。 

また、EU の基金約 10 万ユーロを用いた ReCoMap プロジェクトが実施されている。このプロジェ

クトは、アンセ・ボアール環境保護・海岸復旧組合（Anse Boileau Environmental Protection and Coastal 

Rehabilitation Association）によりアンセ・ボアール（Anse Boileau）で実施されたもので、海岸保全と

砂丘の復旧を目的とし、施設は延長 620mの木杭護岸と珊瑚塊の埋め戻しからなる。 

構造物としては、図  4-2-1 に示すように木杭を打ち、その前面に石張りの護岸を、背後は珊瑚塊を

入れてほぼ背後の道路と同じ高さにしている。2008 年 9 月から 1 年半の工期で施工されている。 
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図 4-2-1 木杭護岸の模式断面 

 

施工後それほど期間が経っていないにもかかわらず、図  4-2-2 及び図  4-2-3 に示すように一部の木

杭は変形し、背後の珊瑚塊が散乱、流出していることから、この施設はいくつかの改善の余地がある

と考えられる。杭による護岸はソフトな対策といっているが、直立護岸になるために、反射が生じて

自然に抵抗するハードな対策と考えられる。 

まず、木杭の法線が自然海浜の形状に対応しておらず、道路及び海浜利用にのみ考慮したものとな

っており、施設に当る波が沿岸方向に一様ではなく、ほぼ中央部にまず波が入射、それが木杭により

反射して両側に広がっている。これにより沿岸方向の漂砂が生じると共に、反射波により木杭の前面

が深くなっている。したがって、杭の法線を出来るだけ現在の汀線に平行な形で配置することができ

れば、このような反射波を避けることが出来る。また、木杭の前面の洗掘に対しては、捨石等の対策

を行うことにより洗掘を緩和することができよう。 

杭の前面が深くなったために施設設置前よりも波の打上が高くなり、杭を越えて珊瑚塊に波が当り、

散乱している。また、杭と珊瑚塊との間にはジオテキスタイルのシートが挿入されているが、シート

を通して珊瑚砂が流出している可能性がある。これに対しては、杭を高くする、珊瑚塊を大きな珊瑚

で覆う、シートに接触する珊瑚塊の粒径を調節して流出を防ぐ等の対応が考えられる。 

杭は波の遡上線より海側に出していることから、波の打ち上げ高が高くなる。したがって、前面に

施設を出す場合には、高くする必要があるが、この点に関する配慮が欠けていた可能性がある。 
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図 4-2-2 ReCoMap プロジェクトの状況（2010 年 6 月） 

 

 

図 4-2-3 ReCoMap プロジェクトの状況（2010 年 6 月） 

 

4-2-2 非構造物対策 

非構造物対策として、マニュアル（Beach Monitoring Manual, UNESCO, Sea Grant, 2001）に基づき、

EEWS の海岸管理ユニットにより海岸のモニタリングが実施されている。その内容は、定期的な海岸

の縦断測量であり、顕著な侵食箇所では写真撮影が行われている。必要な機材は十分に確保されてい

るものの、同ユニット職員の 2 人体制で行われており、人員不足から定期的な測量が実施できない状

況にある。また、通常は等間隔（25m～50m）で測点が設置されるが、同国で実施されているモニタ

リングを見ると、間隔にばらつきがあり、また海岸によっては１側点のみの観測や現在実施されてい

ない箇所がいくつか存在する。モニタリングの実施状況を表  4-2-1～表  4-2-4 に示す。 
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表 4-2-1 海岸モニタリング実施状況一覧表（マヘ島） 

モニタリングの種類

第1回 最終
①縦断測量

②定点写真撮影
Anse copucin 2006年9月 2009年 4 16 OK ①
Anse Royale 2003年11月 2006年 5 5 OK ①
Barbaron 2003年9月 2003年 4 2 OK ①
Beau vallon 2003年7月 2009年 5 4 OK ①、②
Grand Anse 2004年2月 2006年 4 2 OK ①
Anse Intendance 2005年12月 2009年 7 ? OK ①
Plantation Club 2009年 進行中 6 6 OK ①
Police Bay(Takamaka) 2008年 進行中 3 4 OK ①、②
Anse Majer 2003年9月 2006年 2 8 OK ①
Anse Marie 2003年8月 2006年 1 6 OK ①、②
Carana 2003年8月 2006年 1 5 OK ①
North east piont 2003年8月 2006年 1 8 OK ①
Sunset 2003年8月 2004年 3 4 OK ①

モニタリング機関
海岸名 測線数

データの利用可
能性

モニタリングの実
施回数

 
 

表 4-2-2 海岸モニタリング実施状況一覧表（プララン島） 

モニタリングの種類

第1回 最終
①縦断測量

②定点写真撮影
Anse Georgelte 2003年8月 2009年 3 10 OK ①、②
Anse kerlan 2003年8月 2009年 11 10 OK ①
Amitie 2005年11月 2006年 1 12 OK ①
AnseLazio 2003年8月 2006年 3 21 OK ①
Anse Marge 2003年8月 2007年 1 23 OK ①
Anse Velbert 2003年8月 2004年 1 3 OK ①
CoteD'or 2003年8月 2004年8月 3 12 OK ①
Grand Anse 2004年 2004年 3 1 OK ①
St.Joseph 2003年5月 2003年12月 1 2 OK ①

海岸名
モニタリング機関

測線数
データの利用可

能性
モニタリングの実

施回数

 

 

表 4-2-3 海岸モニタリング実施状況一覧表（ラ・ディーグ島） 

モニタリングの種類

第1回 最終
①縦断測量

②定点写真撮影
Anse Banane 2003年10月 2004年5月 1 3 OK ①
Anse Coco 2003年10月 2004年 2 5 OK ①
Anse Severe 2003年10月 2004年 1 4 OK ①、②
Anse Source D'argert 2003年10月 2004年9月 1 5 OK ①、②
Grand Anse 2003年10月 2004年5月 1 3 OK ①
La Passe 2003年10月 2004年9月 1 4 OK ①
Petit Anse 2003年10月 2004年9月 1 4 OK ①

海岸名
モニタリング機関

測線数
データの利用可

能性
モニタリングの実

施回数

 
 

表 4-2-4 海岸モニタリング機材の保有状況 

機材の種類 機材数 購入年 購入元 機材の状態

ポール 14 2007 不明 良好

レベル観測器 11 2007 日本製 良好

メジャーテープ（50ｍ） 7 2007 中国製 良好
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4-3 海岸侵食対策の方向性 

現在、海岸侵食が問題となっている海岸での状況を分析すると、施設の建設による影響と珊瑚礁の

掘削による影響が考えられる。海岸の海浜の変動領域で構造物、例えばホテルや道路を建設すると、

漂砂移動に影響を与え、侵食問題が生じる。海岸に来襲する波は一定では無く、季節変化及び年によ

る変化があり、波高と波向きが変化している。これに応じて漂砂が生じ海岸の地形が変動している。

特に島では多様な方向から波が来襲することから、沿岸漂砂が生じやすい。このような状況の場所に

構造物を建設すると、一方では堆積を、他方では侵食を生じ、構造物が無い場合に比較して海浜の変

動が大きくなる。今回侵食が問題となっている地点はいずれもこのような特性を有している。もし、

沿岸漂砂の卓越した方向があれば、構造物の建設により一方での侵食と他方での堆積が継続的に生じ

るが、このような海岸は見られなかった。 

一方、漁船等の航路のための珊瑚礁を爆破したり掘削したりすると、波の屈折状況が変化し、これ

に対応するように海岸が変形し、ある場所では侵食を、他の場所では堆積を生じる。侵食される場所

に道路や家屋があると被害が生じる。また、珊瑚礁では波が砕けることで岸向流れが生じるが、これ

が天然の水路や航路を通して沖へ戻っている。この流れにより沖から岸への珊瑚塊の移動が生じ、海

岸に珊瑚砂が供給されている。航路を掘削することにより、海岸の砂が沖へ移動し、侵食が生じる可

能性がある。また、過去には珊瑚砂の採取が行われたことがあり、砂の採取によりその量だけ海岸が

侵食されることになる。 

以上を踏まえ、考えられる海岸侵食対策の方向性は次の通りである。 

① 海浜からの珊瑚砂の損失を防ぐために、珊瑚砂の採取規制、礁内水路の拡幅や建設の防止を図

る。 

② 海浜変動により維持されている白い砂浜は貴重な観光資源であり、構造物等による安定化をで

きるだけ避ける。 

③ 海岸道路等の重要施設は嵩上げや越波防止の護岸建設によりその維持を図るが、リスクが尐な

い場合には、交通規制や避難等の非構造物対策で対応する。 

④ 将来の気候変動や経済発展に対応するため、侵食の可能性のある海浜では土地利用計画の策定、

海岸利用の規制などの非構造物対策で対応する。 

⑤ 政府関係者、住民への海岸侵食への関心を提起するため、侵食の実態や過去の EIA の事例等に

基づいた広報活動を計画に含める。 

 

4-4 洪水被害の実態 

自然の水循環の形態として次のような特徴がある。 

・ 上流域は急峻な山地のため、降雤から流出するまでの時間が短く、流出量のピークが大きい。 

・ 海岸に砂丘が形成され微高地となっているため、下流部河道が海岸と平行に流れ、勾配が極め

て緩い。 

・ 砂丘の手前には湿地が有り、洪水の遊水機能を有する。 

・ 海岸の波浪により砂が河口に堆積する。 

 

一方、社会の変化により水循環に次のような変化が生じていると推察される。 
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・ 上流域の市街地化（舗装等による流出量の増加） 

・ 下流域の湿地の埋め立て・市街地化による遊水域の減尐 

 

図 4-4-1 「セ」国の水循環の模式図 

 

既往の文献及び前回及び今回の調査で洪水被害地域を抽出した結果、その状況は次の通りである。

ビクトリア市街以外のポイント・ラルー（Point Larue）, オ・カップ（Aux Cap）, アンセ・オ・ピン

（Anse Aux Pins）, アンセ・ロイヤル（Anse Royale）等の洪水被害の要因は次の通りと考えられる。 

① 狭い流域面積であるが急峻な山地が上流にあり、海岸沿いの低平地に新たに宅地が開発され

ている。 

② 低平地の多くは、もともとは遊水機能を有する湿地であったと思われ、そこが宅地として開

発されたために、その宅地が浸水被害を受けることになったと推察される。 

③ 山地から出てきた流路は山裾を流れ、十分な勾配を取れないため、流下能力が低い。 

④ さらに、河口部は海岸の波の影響により砂が堆積し、流路の勾配が緩いため、十分な掃流力

が得られず、洪水時も砂はフラッシュされない。 

⑤ 新たに開発された宅地自身の排水路も、勾配、幅が十分に確保されていないため、山地から

の流路の水位が上昇すると、排水が困難になると考えられる。 

 

4-4-1 ビクトリア市街（ビクトリア市街、マヘ島） 

（1） 課題 

ビクトリアの洪水の問題は、山地部からの急激な出水（鉄砲水：Flash Flood）と低平地の商業

地区の浸水である。 

砂丘 

山地部 

道路 

湿地 
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図 4-4-2 2004 年の洪水によるビクトリア市街地の浸水状況（市内で一番の繁華街） 

 

 

図 4-4-3 上の写真と同じ場所の平常時の光景 
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St. Louis 川 State House Gate 近くの駐車場付近の洪水時と平常時の写真は次の通りであり、平

常時はほとんど水は流れていないが、洪水時には駐車場に溢れてしまっている。 

 

図 4-4-4 St. Louis 川 State House Gate 近くの駐車場（洪水時） 

 

 

図 4-4-5 St. Louis 川 State House Gate 近くの駐車場（平常時） 
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（2） ビクトリアの洪水の考えられる要因 

ビクトリアの洪水の考えられる要因は次の通りである。 

・ 河道の流下能力が不足している（全体的に狭小であり、かつ、ボトルネックがある） 

・ 流域が市街地化し、舗装や屋根で覆われたために流出量のピークが大きくなった 

・ 市街地の雤水排水系統が不十分であり、かつ、適切な維持管理がなされていない 

 

（3） St. Louis 川 

ビクトリア市街を流れる主要な河川の一つである St. Louis 川を詳しく見てみる。現地の様子は

以下の写真の通りであるが、写真（1）（2）の河口付近の川幅は比較的広いが、写真（3）（4）の

教会近くから上流は非常に狭いことが分かる。 

 

（1）河口 

 

（2）St.Loius 川の河口から尐し上流 

 

（3）教会近くから下流を見る 

 

（4）教会近くから上流を見る 
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（5）上流の山地部の谷地形 

 

（6）上流の洗濯場の遺跡の近く 

 

（7）上流部の滝 
 

（8）上流部と源流の山地 

 

セントルイス川の縦断図を見るとわかるように、写真（5）～（8）の区間は勾配が急であるが、

写真の（1）～（4）の区間は勾配がきわめて緩いことが分かる。 

 

図 4-4-6 セントルイス川の縦断図 

以上より、山地から平地に川が出てきた写真（3）（4）付近の河道の流下能力が低く、上流から

セントルイス川の縦断図
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流れてきた洪水が溢れることが推察できる。 

（4） Maintry 川 

もうひとつの主要な川の一つである Maintry 川も次の写真の通りであり、写真（3）の下流部や

写真（4）の市場の近くは勾配も緩く、河道幅も狭い。 

（1）河口 

 

（2）下流部 

 

（3）市場の近く 

 

（4）上流部の谷地形（ここは溢れない） 

 

（5） 排水路 

ビクトリア市街の排水路の状況は次の通りであり、流入口の大きさが不十分であったり、排水

路の合流が不適切であったり、水路勾配が小さい、水路内に流水の阻害物となる配管がなされて

おり、市街地に降った雤の排水がうまくできていないことが考えられる。 
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不適切な合流の形状 

 

流入口が小さい 

 

勾配が小さい 

 

流水を阻害するパイプ類 

 

（6） ビクトリアの洪水対策の方向性 

以上より、ビクトリアの洪水対策の方向性を検討すると次の通りとなる。 

① 山地部からの洪水流出と低地部の排水を分離すること（マスタープランの概念） 

② 排水系統の改善 

③ 排水系統の規則や維持ルールの導入 

④ 流域内の屋根を利用した雤水貯留の導入 

⑤ 放水路は将来的な一つの選択肢（ダムは上流に適地が無い） 
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4-4-2 アンセ・エトワール（Anse Étoile、マヘ島） 

 

図 4-4-7 アンセ・エトワール位置図 

 

 
アンセ・エトワール川の近くの学校 

 
学校から下流を見る 
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河道内に大量の土砂が堆積 

 
学校からの内水排除の排水路 

 
排水路の出口 

 
対岸の学校敷地との間を結ぶ橋から下流を

見るとマングローブが密生している。 

 
橋から上流を見る。こちらもマングローブが

密生している。 

 
道路の橋から上流を見る 

 
道路の橋から下流を見る。河道の線形が直角

に曲がっている。 
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河道の線形が直角に曲がっている。砂州が内

岸に形成されている。 

 
曲がりの下流側は河道が広がっている。 

 

4-4-3 ロシュ・ケイマン（Roche Caiman、マヘ島） 

 

図 4-4-8 ロシュ・ケイマン位置図 

 

River Rochon（Roche Caiman） 
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排水路の上流を見る 

 

下水の排水パイプがリーフに流入 

 

排水路の上流を見る 

 

排水路内にある通信会社のケーブル 

 

排水路の下流を見る。排水路は River Rochon

に流入する。 

 

道路は洪水時にタイヤの 3/4 まで浸水する 
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排水路は River Rochon に流入し、道路橋を通過する。 

 

川は道路橋梁を流下したのち、リーフに流入する 

 

4-4-4 アンセ・オ・ピン（Anse Aux Pines、マヘ島） 

    

図 4-4-9 アンセ・オ・ピン位置図（その 1） 
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図 4-4-10 アンセ・オ・ピン位置図（その 2） 

1 

2 

3 
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（1） 1 番（レストランのある河口付近） 

 

レストランの近くを流れて海へ流出 

 

狭い流路 

 

河口部が閉塞しているため水が滞留している 

 

同左 

 

河口部の閉塞 

 

河口部の道路下のカルバートは海からの砂で

閉塞 
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海岸側より写した河口部の閉塞 

 

小さい断面積のパイプカルバート 

 

（2） 2 番（新たに開発された低所得者向けの住宅地） 

 

住宅地の入り口にある下水処理施設と推定

されるもの 

 

道路と側溝 

 

道路と排水路 

 

排水路 
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排水路とそこに流入する道路側溝 

 

道路側溝 

 

低所得者向け住宅 

 

住宅の裏はすぐに山の斜面で巨礫がある 

 

狭い流路から溢れ、周囲の住宅が浸水する 

 

海への出口。ラグーンに出ている。 
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海への出口。民家のすぐ脇を流れる。 

 

堆積する土砂を、この民家が自分達で除去し

ている 

 

我々が川の調査をしていると知ると、自分の

家の浸水被害の様子を見せようと案内する

近隣の住人 

 

築 100 年以上との民家。家の土台を地盤より

上げて作っている。昔も浸水被害はあった

が、上流側で宅地開発がされてからひどくな

ったとのこと。 

 

隣の家との境界に作られた金網が川を阻害 

 

金網にゴミが引っ掛かって流れを阻害する 
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（3） 3 番：ゴルフコースの近く 

湿地が埋め立てられて宅地となったため、もともと豪雤時に遊水機能を有していた湿地なので、

豪雤時に浸水被害を受けやすく、さらに、その地域からの流出量が増えて排水できなくなって浸

水被害を受けている。 

 

湿地状の流路 

 

マングローブに覆われた流路 

 

奥に見えるのが海岸で、流路は海岸線と並行 

 

左手がゴルフ場 

 

河口の近くはマングローブ等が生えて湿地

となっている 

 

海への出口の流路の上に民家が横切ってい

る 
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図 4-4-11 アンセ・オ・ピン位置図（その 3） 

 

（4） 4 番：道路橋の脇に歩道橋を工事中 

 

河口に堆積した砂は、潮位が低い時の洪水時

にはフラッシュされるが、潮位が高いとフラ

ッシュされない。 

 

歩道を増設中 

4 

5 
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右岸側の民家が浸水する 

 

マングローブが川の断面積を狭めている 

 

歩道や水道の橋脚も川の断面積を狭めている 

 

民家は湿地を埋め立てろと要望しているが、

埋め立ては湿地の遊水機能を損なうだけでな

く、埋め立てられた土地の所有権はこの民家

のものになる可能性があり、きわめて問題で

ある。 

 

（5） 5 番：排水網が整備されていない新興住宅地 

 

新興住宅地だが側溝等の排水網が未整備 

 

住宅地の中を流れる川。橋の付け根の河岸が

侵食されている。左手から来た川（排水路）

と合流している。 
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流れを良くするために橋の下の流路を片側だ

け深く作り直した 

 

右岸側が侵食されている 

 

奥から排水路が合流。川の流れは、下流の水

位によって、右向きだけではない可能性があ

る。 

 

右岸側の河岸が侵食されているため、土嚢で

補強している 

 

合流していた排水路の上流側（上流を見る） 

民家のすぐ横を流れる 

 

合流していた排水路の上流側（下流を見る） 
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4-4-5 オ・カップ（Aux Cap、マヘ島） 

 

図 4-4-12 オ・カップ位置図 

 

（1） 6 番：La Plaine St Andre 

 

民家の裏の湿地状になった排水路 

 

豪雤時に排水路のそばの農地が浸水する 

6 
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海への出口の流路。土砂が堆積している。 

 

海岸道路の排水路、一部土砂が堆積 

 

狭い流路に土砂が堆積 

 

道路下のカルバートは砂が堆積して閉塞 

 

海側の出口。海水の侵入を防ぐための角落し

か。 

 

前面は砂浜となっている 
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4-4-6 ポアント・オ・セル（Pointe au Sel、マヘ島） 

 

図 4-4-13 ポアント・オ・セル位置図 

 

 

河口に砂が堆積 

 

河口に砂が堆積 
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導流堤が設置されている。流域面積は狭いが、地形が急なため流出は早い。河口は閉塞してい

る。 

 

4-5 洪水対策の状況 

洪水対策のためのDOEの排水管理ユニットの年間予算の 3/4は個人の土地の排水に使われている。

ここでは、実施されている構造物対策と非構造物対策の状況について述べる。 

4-5-1 構造物対策 

構造物対策は、DOE の排水管理ユニットと湿地・河川ユニットが担当している。河川、道路等の

排水基準は、現在、ENRT の Land Transport Division 向けに Storm Water Drainage Design Guidelines

（February、1999）があり、その内容は以下の通りである。 

① 雤水・排水の管理の目的 

② 雤水・排水設計 

③ カルバートの設計 

④ 報告書、図面、計画の発表 

⑤ ガイドラインの見直し 

⑥ 添付資料 

 

この基準は、例えば道路の場合、都市部以外では適用できないため、郊外では経験に基づき、現場

合わせの施工に頼っている状況である。従って、ガイドラインについては既存のものを見直し、補足

または改定する必要がある。また、ホテル新設の際には、事業者にホテル内部の排水はもとより、外

構の排水溝の設置も義務づけている。 

4-5-2 非構造物対策 

災害に対する啓蒙活動、人材育成、災害予警報システム及び土地利用等の非構造物対策は DRDM

と NMS が実施している。また、情報伝達手段として、DRDM では、ラジオやテレビの他、通信会社

と連携して SMS（Short Message Service）での情報伝達を検討している。さらに災害時は、関係省庁

（DOE、DRDM 等）、消防、警察等の職員が集まり救助活動を行うことになっているが、これまでの

ところ救助訓練は実施されていない。 
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なお、災害が発生した場合は、NMS → National Disaster Committee Member → Ministry Organization 

→ District Level → 住民の順で情報が届くシステムとなっている。 

また、洪水対策の対象となる河川の流量等についてのモニタリングは行われておらず、主要河川に

ついての洪水流量の測定が必要であり、流速計等の測定機器が必要である。 

4-6 洪水対策の方向性 

洪水被害について分析すると、ビクトリア市街の道路及びその交差点、河川の橋梁付近、低湿地な

どで浸水被害が生じていることが分かる。古くは海岸線の前面が埋め立てられ、排水が困難になって

いること、道路や埋立地での適切な排水施設が不足していることが原因と考えられる。 

また、前面に珊瑚礁を有する海岸での浸水被害は波により砂丘が形成され、排水を困難とした浸水

被害が生じている。自然状況では砂丘の背後に湿地が形成され、貯められた洪水が徐々に流れ排水路

の開口部が維持されてきた。住宅地や農地の開発により湿地を利用するようになり、また貯留能力が

減尐したために浸水被害が生じている。 

現地調査結果を踏まえ、考えられる浸水被害対策の方向性は次の通りである。 

① 洪水被害地域において、雤量・流量観測を行い、精度の高い洪水計画流量を解析する。 

② 山地部からの流出と低平地からの流出を分けて処理する。 

③ 山地からの流出に対して、河口で土砂の堆積の生じないような勾配と水位を確保できるような

直線的な線形の放水路を整備する。 

④ 低平地からの流失に対して、十分な排水路網を整備する。 

⑤ 既存の道路の下に放水路を設ける等の工夫により、土地の収用を避けることが考えられる。 

⑥ 山地部にダムの適地があれば、ダムで洪水を貯留することも一つの方法であるが、山地部の勾

配が急すぎるため、貯水容量を増やすためにはダム高が高くなる可能性があり、適当なダムサ

イトは見当たらない。また、受益者がそれほど多くなく、経済的評価で効果的とは言えない可

能性が高いため、小規模な調整池の設置の効果、可能性を検討する。 

⑦ 既に宅地開発されてしまった地区は難しいが、新規に湿地を埋め立てて宅地開発する場合は、

湿地の代替に調整池をもうけさせるような規制を作ることは考えられる。 

⑧ 既に宅地開発されてしまった地区でも、住民の合意が形成できれば、調整池を作ることで、水

路から溢れることを減尐させる機能と、河口の維持のための流量を確保する機能の両面を併せ

持つことが可能となる。 

⑨ 湿地の水面積を広げ、洪水による流量や潮汐による入退潮量を増やし、洪水前の河口浚渫によ

る河口の断面を維持する。 

⑩ 波の堆積作用に対しては、河口に導流堤を設置するか、漂砂の作用の弱い沖までパイプを設置

するかなど検討する。 

 



 

5-1 

第 5 章 プロジェクト概要 

5-1 目的 

海岸保全計画及び洪水管理計画を作成すると共に、それらの中から優先事業を選定してパイロット

事業を実施し、これらの活動を通じてカウンターパート機関である DOE 及びその他関係機関の海岸

保全及び洪水管理に関わる能力向上を図る。 

なお、本プロジェクトは、「セ」国の国家気候変動戦略に一致し、気候変動適応策に資するもので

ある。 

5-2 対象地域 

主要 3 島（マヘ島、プララン島、ラ・ディーグ島）とする。 

5-3 実施体制 

カウンターパート機関は、内務・環境・運輸省 環境局（Department of Environment, Ministry of Home 

Affairs, Environment and Transport ）とする。 

5-4 実施内容 

本プロジェクトは以下の４つのコンポーネントに分かれる。 

コンポーネント１：基礎調査 

コンポーネント２：海岸保全計画及び洪水管理計画の策定 

コンポーネント３：パイロット事業の実施 

コンポーネント４：海岸保全及び洪水管理に係わる技術移転 

 

以下にそれぞれについて詳しく述べる。 

5-4-1 コンポーネント１：基礎調査 

（1） 現地資料の収集 

以下の既存資料を収集・整理・分析する。 

1） 海岸域管理及び災害管理に関する計画 

2） 災害管理に関する法制及び組織 

3） 人口、資産、公共施設、土地利用等の社会経済条件 

4） 気象、海象、水文、地形、地質等の自然条件 

5） 珊瑚礁等の生態系 

6） 過去の災害と被害の状況 

7） 現存する海岸施設 

8） 現存する洪水管理施設 

 

（2） 現地測量及びモニタリング 

海岸地帯において、写真撮影、地形測量、底質調査、雤量観測を行い、自然条件を把握する。

また、パイロット事業の実施に関連する地形測量等を行い、地形測量等によりパイロット事業の
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効果をモニタリングする。 

1） 海岸保全 

（a） 写真撮影 

マヘ島、プララン島、ラ・ディーグ島について、ヘリコプターによる写真撮影を行い、汀線の

位置、土地利用、珊瑚礁の状況を把握する。 

（b） 海浜測量 

詳細調査対象海岸に関して、海浜測量を行い、海浜形状を把握し、その変化をモニタリングす

る。また、パイロット事業地点の海浜形状変化をモニタリングする。詳細調査対象海岸に対し、

必要に応じて深浅測量を行い、珊瑚礁の地形等を把握する。 

（c） 底質調査 

代表的な海浜について底質調査を行う。 

2） 洪水管理 

（a） 雤量観測 

ビクトリア市街に流入する河川の流域において雤量観測を実施する。可能な限り上流域の山地

部において観測を実施することが望ましい。また、流域が小さく急峻であることから、洪水到達

時間が短いことが予想されるため、10 分卖位等の適切な短時間雤量を観測することが必要であ

る。また、コンポーネント２において優先度が高いと選定された洪水被害の発生する流域におい

ても、雤量観測を実施することが望ましい。 

（b） 河川・排水路系統測量 

ビクトリア市街に流入する河川の地形を把握するため、平面測量、水準基準測量、縦断測量、

横断測量等の測量を実施する。また、排水路系統について寸法、形状、接続、勾配等について測

量を実施する。また、コンポーネント２において優先度が高いと選定された洪水被害の発生する

流域においても、河川測量を実施することが望ましい。 

（c） 地形測量 

ビクトリア市街の縮尺 1/2000～1/1000 の地形測量を実施する。既存の GIS のデータの標高の

精度はあまり高くないため、尐なくともビクトリア市街については、大縮尺の地形データが必要

である。 

（d） 水位・流量観測 

「セ」国においては、水位・流量観測がなされている川・地点は、ダム等の利水施設が設置さ

れている地点だけである。したがって、これらのデータは洪水時の流出現象をとらえていない。

したがって、「セ」国における降雤と洪水流出の関係は正確には把握されていない。そこで、雤

量観測を実施する河川流域において、水位・流量観測を実施することが望ましい。 

また、下流部に湿地を有する流域においては、湿地の遊水・貯留機能を保全すること、あるい

は、その機能を強化することが洪水被害軽減のために有効である可能性がある。また、河口閉塞

を防ぐための入退潮量を確保することに湿地が有効に働いていることが考えられる。こうした事

象を把握・解析し、今後の対策立案に活かすためには、湿地の水位の変化をとらえておくことが

必要である。 

こうしたことから、河川における水位・流量観測や湿地における水位観測を実施することが必

要である。 
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（3） データ解析 

1） 海岸保全 

収集資料、測量資料、観測資料をもとに、海岸に来襲する波浪と打ち上げ、海岸の侵食堆積の

状況、侵食の原因を解析する。海岸保全に関連して波浪及び潮位、海岸侵食に関する解析を行う。 

（a） 波浪に対する安全性 

海岸の津波、高潮、高波に対する安全性に関し、現地の状況や波の打ち上げ高推定等により、

安全性を評価する。 

（b） 海岸侵食 

収集資料を基に、海岸の汀線変化、侵食と堆積の状況、土砂収支を解析する。 

 

2） 洪水管理 

（a） 確率雤量解析 

i）雤量資料の収集・整理 

降雤解析に必要な資料収集を行い、観測所毎に使用可能性の確認を行い、流域を代表する

観測所 1 箇所を選定する。この代表観測所における日雤量資料等を収集整理し、短時間雤量

資料の収集対象降雤を選定したうえで自記紙等を収集し、降雤強度式作成に必要な卖位時間

について降雤量を読取り最大値を算出し、日雤量デ－タ等との比較等からチェックするもの

とする。これらの対象降雤について観測所の観測期間、欠測状況、デ－タ整理状況、異常値

の有無について調査し一覧表に取りまとめ、確率計算に必要な各年の最大値を抽出整理し、

一覧表を作成するものとする。 

ii）確率処理 

確率分布モデルにより確率計算を行い適切な方法で確率分布モデルを評価し、確率雤量を

設定し、確率計算結果プロット図、確率雤量表等を作成するものとする。 

iii）降雤強度曲線の作成 

各確率別の雤量強度をもとに、最小二乗法により降雤強度曲線式を作成するものとする｡ 

（b） 洪水流出解析 

降雤から洪水流出量を算定するには次の通り種々の手法が採用されているが、計算の目的と必

要な水文データの状態に応じて、このうちから最も適切と思われる方法を選定する。 

・ 合理式法 

・ 卖位図法 

・ 貯留関数法 

・ タンクモデル法 

・ 等価粗度法 

・ 流出関数法 

（c） 洪水氾濫解析 

想定される洪水が河川から氾濫した際の浸水域や氾濫水の挙動等を把握できるような氾濫解

析モデルを作成し、現状の洪水被害との比較を行ってモデルの妥当性を検討し、さらに、計画対

象規模の洪水時の被害の把握を行う。また、このモデルは、コンポーネント２において洪水管理

計画を策定する際に、洪水対策による洪水被害軽減の効果の検討を行うことにも用いる。 
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5-4-2 コンポーネント２：海岸保全・洪水管理計画の策定 

（1） 海岸保全計画の策定 

海岸保全計画は基礎調査で得られた成果を基に、海岸台帳を作成し、海岸を類型化し現在及び

将来のリスクを推定すると共に、類型化した海岸に対して海岸保全計画及びモニタリング計画を

策定する。 

対象とする 3 島の海岸に対して、詳細調査対象海岸を選定し、個別の対象海岸に対し海岸保全

計画及び対策施設の基本設計を行う。また、合わせてモニタリング及び評価を含めた管理計画を

策定し、費用便益分析、環境社会配慮、総合評価を行う。 

1） 海岸台帳作成 

基礎調査で得られた資料を海岸台帳として取りまとめる。また、既存の GIS で活用できるデー

タとする。 

2） 海岸の類型化 

海象及び地形等の自然条件、海浜の利用等の社会経済条件等を基に、海岸を区分し類型化する。 

3） 現在及び将来のリスク推定 

類型化した海岸を対象に、現在及び将来の経済発展や気候変動を考慮した波浪や海岸侵食に対

する被害の特性、被害の程度を基にリスクの推定を行う。 

4） 類型海岸に対する海岸保全及びモニタリング計画の策定 

類型化した海岸を対象に海岸保全の課題を抽出し、保全のための基本方針を確定し、海岸保全

計画を策定すると共に管理のためのモニタリング計画を策定する。この際、｢セ｣国の災害防止及

び環境保全に関する計画との整合性を図る。 

5） 詳細調査対象海岸（優先海岸）の選定 

優先海岸は保全の必要性、緊急性、技術的特長、「セ」国側の要請等を考慮して詳細調査の対象

海岸として選定する。 

6） 優先海岸に対する保全計画策定及び対策施設基本設計 

優先海岸に対して、海岸保全計画を策定し、構造物による対策が含まれる場合にはその基本設

計を行う。 

7） 優先海岸に対するモニタリング及び評価の管理計画策定 

災害防止、環境保全のためのモニタリング方法及び評価方法を検討し、長期的な視点も含めた

管理計画を策定する。 

8） 費用便益分析 

海岸保全に対する対策について、施設建設等の費用及び災害防止、海浜利用、環境保全の便益

に関して分析を行う。 

9） 環境及び社会配慮 

保全計画の実施に伴う自然環境や社会環境への影響に関して検討する。必要であれば影響の削

減策、緩和策を検討する。 
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10） 海岸保全計画の総合評価 

保全計画に対し、財務、組織、制度、技術の適正、社会、環境面の評価を行い、総合評価とし

て取りまとめる。 

（2） ビクトリア市街の洪水管理計画の策定 

1） 洪水管理の基本方針の策定 

基礎調査で収集・整理したビクトリア市街における洪水被害の実態や洪水発生の要因の分析を

踏まえ、当該地域の洪水管理の基本的な方針を策定する。 

2） 現状及び将来のリスクの推定 

洪水氾濫解析モデル等を用いて現状の洪水リスクを把握し、さらに、将来の気候変動の影響や

経済発展による社会経済的条件や自然条件の変化によって生じる洪水リスクの変化について推定

する。 

3） 構造物対策及び非構造物対策を含む計画及び基本設計を策定（避難、適応、防御） 

現状及び将来の洪水リスクを踏まえ、ビクトリア市街の将来計画との整合を図りながら、構造

物対策及び非構造物対策を含み、長期及び短期両方の洪水管理計画を策定し、構造物対策につい

ては基本的な設計を実施するものとする。非構造物対策については避難、適応の観点で必要な法

制度、組織について検討する。 

4） 操作及びメンテナンスの計画を策定 

構造物対策については必要に応じて操作やメンテナンスの計画を策定する。非構造物対策につ

いては運用計画を策定する。 

5） 国民意識啓発及び利害関係者会議 

洪水被害を軽減するためには、自分の身は自分で守ること（自助）や、コミュニティの中でお

互いに助け合って身を守ること（共助）も大きな要素である。また、流域が無秩序に開発されて

流域の貯留浸透機能が失われていくことや、排水路にケーブルや管が布設されていることが洪水

被害を助長している可能性があること等を国民に理解してもらうことも重要である。したがって、

非構造物対策の一環として、それらを国民全員の共通認識として意識啓発し、また、利害関係者

の中で合意形成を図っていく。 

6） 費用便益分析 

プロジェクト期間、便益、費用、年次投資割合、維持管理費等を検討し、経済内部収益率 EIRR

を算出し、プロジェクトの経済性を分析する。 

7） 環境及び社会配慮 

ビクトリア市街の洪水被害を受けている地域は、住宅や商業施設が密集している地域であり、

対象となる河川の改修を実施するとなるとそれらの住宅や商業施設等に影響を与える恐れがある。

したがって、洪水管理計画策定に当たっては、そうした影響が極力尐なくなるように配慮するこ

とはもちろん、影響が生じる場合の対応策も十分検討しておく必要がある。 

一方、ビクトリア市街を流れる川には魚類が豊富に見受けられる区間もあり、市街地の中の水

辺空間として貴重であると言えよう。しかしながら、現状の排水路には下水も流入してところが
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あり、適切な下水処理がなされないまま海に排出されている地域もあると考えられる。市街地の

雤水排水を検討する際には、将来的な生活排水の処理についても考慮することで、環境面の向上

を図れる可能性があるので留意する必要がある。 

8） 洪水管理計画の評価 

雤量観測や水位流量観測の結果、及び、構造物対策や非構造物対策の結果を踏まえ、策定され

た洪水管理計画の妥当性の評価を行う。 

（3） 他地域の洪水管理計画の策定 

1） 洪水被害地域台帳作成 

ビクトリア以外の主要 3 島の洪水被害地域について、災害の状況、護岸やゲート等の洪水管理

施設、資産や人口、社会資本の整備状況などの社会経済的条件、降雤量等の自然条件について情

報を収集し、整理する。 

2） 洪水被害地域の分類 

上記で整理した洪水被害地域の特性に応じて、洪水被害地域を類型化して分類する。 

3） 類型毎の洪水管理計画策定 

類型化した洪水被害地域における洪水被害の実態や洪水発生の要因の分析を踏まえ、当該地域

の洪水管理計画を策定する。 

4） 詳細調査対象洪水被害地域（優先洪水被害地域）の選定 

被害を受ける人口、住宅数、農地面積、社会資本等から被害の程度を把握し、地域開発計画も

加味し、詳細調査の対象となる優先度の高い洪水被害地域を選定する。 

5） 優先洪水被害地域の洪水管理計画及び基本設計の策定 

選定された優先洪水被害地域を対象に、構造物対策及び非構造物対策を含んだ長期及び短期の

洪水管理計画を策定し、構造物対策については基本的な設計を実施するものとする。非構造物対

策については避難、適応の観点で必要な法制度、組織について検討する。 

6） 優先洪水被害地域のモニタリング計画及びメンテナンス計画の策定 

構造物対策については必要に応じて操作やメンテナンスの計画を策定する。非構造物対策につ

いては運用計画を策定する。 

7） 費用便益分析 

プロジェクト期間、便益、費用、年次投資割合、維持管理費等を検討し、経済内部収益率 EIRR

を算出し、プロジェクトの経済性を分析する。 

8） 環境及び社会配慮 

洪水被害を軽減するためには、流域が無秩序に開発されて流域の遊水機能や貯留浸透機能が失

われていくことが、洪水被害の助長に繋がること等を国民に理解してもらい、そうした無秩序な

開発を防ぐことも重要である。したがって、非構造物対策の一環として、それらを国民全員の共

通認識として意識啓発し、また、利害関係者の中で合意形成を図っていく。 

基本的に住宅は、山地と海岸の間に分布する狭い平地に位置するか、あるいは、山地の斜面に
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位置している。そして、洪水被害を受けている多くの住宅地は、海岸部の砂丘上に造られた道路

と、その後背地である湿地との間の狭い平地に分布している。したがって、何か構造物を造るに

当たっても既に住宅として利用されている区域にかかる可能性が高く、社会面での配慮が必要と

なる。 

また、湿地が埋め立てられて住宅地として開発されているケースも多く、今後、湿地を埋め立

てて開発する計画もいくつかあるとされている。そうした際に、湿地の環境面・防災面での効用

について配慮することは重要である。 

9） 洪水管理計画の評価 

雤量観測や水位流量観測の結果、及び、構造物対策や非構造物対策の結果を踏まえ、策定され

た洪水管理計画の妥当性の評価を行う。 

5-4-3 コンポーネント３：パイロット事業の実施 

（1） 海岸保全 

海岸保全に関するパイロット事業として、「セ」国側から海岸侵食が問題となっている 4 地点の

状況を検討すると次のような対応が現在想定される。 

マヘ島のノースウエストポイント、ベ・ラザールでは波向の変動による漂砂により、砂浜の堆

積、侵食が生じていることから、できるだけ構造物を作らない方向で検討する必要がある。ただ、

沖に珊瑚礁があること、道路等の施設があることを考慮すると越波や砂の打上を止めるための胸

壁等を作ることも考えられる。また、材料の入手が可能であれば養浜も想定される。 

プララン島のアンセ・ケランでは、すでに大規模な構造物が作られていることから、施設によ

る対策を検討するとすれば、その規模が大きくなり、パイロット事業に費用の枠内で実施するこ

とは困難と考えられる。漂砂の移動範囲が 20km にも及ぶことから対策の規模も大きく、一部の

対策ではその効果と影響を明確にすることは困難である。したがって、計画の策定は留まらざる

を得ないと考えられる。また、海岸の土地は個人の所有であり、パイロット事業では個人の土地

を守ることになる可能性がある。 

ラ・ディーグ島のラ・パスでは堆積、侵食の原因が港の防波堤の建設にあると考えられること

から、木杭による突堤等により单からの漂砂を止めて、堆積を防ぎ泊地を確保すると共に、单側

の侵食を止めることが考えられる。 

なお、パイロット事業は住民参加型を想定している。 

1） パイロット事業の選定 

海岸保全計画の中から、緊急性、重要性、技術上の課題等を考慮してパイロット事業を選定す

る。 

2） パイロット事業計画と設計 

選定されたプロジェクトに関して、その計画と施設設計を行う。 

3） 住民啓発と住民参加 

計画策定及び施設設計に関して、住民に説明すると共に、住民参加の方策を検討する。また、
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環境影響評価に必要となる書類を作成し、DOE を支援する。 

4） パイロット事業調達 

「セ」国側及び JICA の規定等に従い、工事の発注等の手続きを行う。 

5） パイロット事業実施 

パイロット事業を実施する。 

6） モニタリングと評価 

プロジェクトの実施による効果と影響をモニタリングし、その成果を保全計画の修正や技術指

針の改定に役立たせる。 

（2） 洪水管理 

1） パイロット事業の選定 

コンポーネント２で策定した海岸保全計画及び洪水管理計画の中から、緊急性の高い事業を選

定する。 

2） 計画と設計 

選定事業の一部または全部についてより詳細な計画を作成し、施設の詳細設計を行う。 

3） 住民意識啓発と住民参加 

環境社会配慮、関係住民との協議及び住民参加によるプロジェクトの実施等を考慮する。 

4） 調達 

パイロット事業を実施するために必要な物品やサービスを調達する。 

5） 施工 

パイロット事業の対象施設の施工を実施する。 

6） モニタリングと評価 

パイロット事業で実施した海岸保全・洪水管理のための施設のモニタリングを通して、策定し

た海岸保全・洪水管理計画の妥当性を評価する。 

5-4-4 コンポーネント４：海岸保全・洪水管理に係る技術移転 

技術移転は調査実施、計画策定、パイロット事業の実施等を通じた OJT を主体とし、ワークショ

ップ、セミナー及び本邦研修を組み合わせて実施する。 

なお、主な対象は DOE 及び「セ」国政府関係機関の職員とするが、民間セクター（NGO、建設会

社、コンサルタント等）も対象とする。 

（1） 技術的指針の改定 

海岸保全及び洪水管理に関わる必要なガイドラインを作成・更新する。 

海岸保全関係の基準としては、環境影響評価及び海浜モニタリングのマニュアルがあり、これ

らについては本調査の成果を活用して改定案を策定する。また、海岸保全全体に関しては、日本

の基準やマニュアル及び米国の海岸工学マニュアル（Coastal Engineering Manual）があるが、これ
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らを参考に、「セ」国に適した指針等を作成する。 

洪水管理については Storm Water Drainage Design Guidelines（1999 年 2 月）が作られているが、

新しい雤量観測や水位・流量観測結果を踏まえ、これを更新することが考えられる。 

（2） 工学的知識の習得 

「セ」国における工学教育のレベルを勘案し、実務上、必要と思われる内容の工学的知識の習

得を図る。 

本プロジェクトの実施に際し、現地の調査やモニタリング、資料の解析、課題の分析、計画の

策定、パイロット事業の計画と実施等の項目についてのOJTを実施することが可能と考えられる。

カウンターパートは 4 名程度であり、本来の業務も抱えていることから、「セ」国滞在期間中、週

に 2～3 日このプロジェクトに割けると考えられる。 

習得すべき項目としては大別すると、次のようになる。 

・ 地形測量、水文観測法 

・ 高波、侵食、洪水に関する解析法 

・ 海岸災害と洪水災害の発生機構 

・ 災害対策計画手法、管理手法 

・ 海岸保全と洪水対策に対する構造物対策 

 

（3） ワークショップや研修の実施 

ワークショップは、行政官を対象としたもの、専門家を対象としたもの、一般住民を対象とし

たもの等階層に分けて実施することにより、災害に対する関心の惹起と普及を図る。 

専門家を対象としたワークショップとしては次のような項目が想定される。 

・ 海岸災害の事例 

・ 海岸保全計画 

・ 洪水の事例 

・ 洪水管理計画 

・ 施設の設計手法 

・ 調査及びモニタリング 

 

一般住民を対象としたものとしては次のような項目が想定される。 

・ 海岸保全、洪水防止に対する一般的知識の普及 

・ 海岸及び河川の清掃についての意識向上 

・ パイロット事業への住民参加 
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5-5 実施工程 

現地コンサルタントによるモニタリング期間 9 ヶ月を含む 39 ヶ月とする。 

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1

2

3

4

Work in Japan

Report
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

IC/R ：Inception Report

P/R ：Progress Report

IT/R ：Interim Report

DF/R ：Draft Final Report

F/R ：Final Report

Work in

Seychelles

IC/R DF/R F/RIT/RP/R(1) P/R(2)

 

 

5-6 専門分野 

想定される専門分野と対応するカウンターパートは次の通りである。専門分野としては、プロジェ

クトの内容とカウンターパート組織との対応を考慮して決める必要があろう。特に、カウンターパー

トの人数が尐ないことと技術レベルが高くないことから、技術移転を効果的に行うことを念頭に、専

門分野を細分化して多くの専門家を配置することは望ましくないと考えられる。 

・ 総括/海岸保全：DOE（海岸管理ユニット）、DRDM 

・ 副総括/洪水管理：DOE（排水管理ユニット）、DRDM 

・ 雤水排水計画：DOE（排水管理ユニット） 

・ 自然条件（海象・水文・流出解析）：NMS 

・ 測量/GIS：MND、DOE 

・ 住民参加/環境影響評価：DCDP、DOE 

・ 施設設計/積算/施工管理：DOE 

 

5-7 実施上の留意点 

本プロジェクトの実施に当っての留意点について、以下に示す。 

5-7-1 コンポーネント１：基礎調査 

（1） 自然条件関連資料 

海岸地帯の防災に関わる自然条件としては、気象、海象、地形、地質が上げられる。気象に関

しては、波浪に関する風についての資料が必要である。「セ」国では風の観測は「セ」国際空港で

NMD が観測している。気温、降雤量、日照、気圧、湿度、風速、蒸発量、土中温度、視界を 1972

年から毎時観測し、デジタルデータで集積されている。そのほか、アルダブラ環礁においても 1991

年までの 24 年間の観測値が観測項目にはばらつきがあるが存在する。また、これより古い記録は
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マヘ気象観測所の年報として 1954 から 1960 年までの資料が存在する。 

海岸災害の解析や計画の策定には波浪資料が必要であるが、波浪観測は機器の維持の面で難し

いことから風向、風速の場を基に計算することが行われる。これにはマヘ島での観測と共に波の

発生域の風の情報が必要となる。これについては、空港での観測値の活用と共に、インド洋全域

での風の観測または予測のデータを活用することで対応するのが適当と考えられる。 

海象については潮位、波浪があるが、潮位についてはビクトリア港及び「セ」国際空港で 1986

年以降観測が行われており、この資料を活用することが出来よう。波浪については、観測値が尐

なく、風からの追算により推定するか、インド洋広域での予測等の結果を活用することになろう。

本調査の詳細検討で波浪観測が必要になる可能性があるが、海岸侵食を対象とすると長期間例え

ば 10 年以上の観測が必要と考えられ、維持等を考えると機器を設置し観測することは難しいと考

えられる。ただ、気候変動に関連し、国際機関が実施するインド洋の波浪の状況を長期的に観測

するプロジェクトの一環として観測することでは意味のあることと考えられる。なおインド洋で

の波浪予報は次のようなサイト（http：//www.lajollasurf.org/inda.html、http：//swellwatch.wetsand.com）

で見ることができる。 

河川の上流域となる山地部の短時間雤量が無いので、ビクトリアの上流域等数か所で導入する

ことが必要。現行使用している観測機器と同じものを導入すれば、NMS は運用・維持管理する能

力はあると考えられる。 

（2） 社会条件関連資料 

海岸保全計画策定に関しては、対策の必要な地点の選定や経済効果の評価に、海岸付近の土地

利用や資産の状況を知る必要がある。これらに関しては、直接調査するというよりは関連資料を

収集しそれを活用することが適当と考えられる。資料としては NSB の発行している統計資料

（Statistical Abstract、Seychelles in Figures）がある。また、MND の GIS データも活用できよう。  

コミュニティーベースの洪水管理に関しては、湿地の保全・維持管理の合意形成が重要となる

と考えられ、また、湿地や流路でも個人所有となっている場合もある。地元の住民から構成され

るエコツーリズム委員会等もあるようであるが、そうした組織が湿地の保全等において有効に機

能するか精査が必要である。 

（3） 航空写真関連資料 

海岸線の変化を解明するためには航空写真が有効な手段である。特に海岸の変形は長期的な変

化を解析しなければ明確にならないために貴重な役割を担っている。過去 1959 年から 8 回にわた

り航空写真の撮影が行われており、その状況は次のようになる。 

 



 

5-12 

表 5-7-1 航空写真の撮影状況 

年 月 島名 高度 媒体 

1959 8 プララン 8,000 ft 陽画 

1959 10 マヘ 5,000 ft 陽画 

1960 

5 ラ・ディーグ 12,500 ft 陽画 

5 プララン 12,500 ft 陽画 

6 マヘ 5,000 ft 陽画 

1966 2 マヘ 5,000 ft 陽画 

1970 
11 ラ・ディーグ 5,000 ft 陽画 

11 プララン 5,000 ft 陽画 

1971 
5 マヘ 5,000 ft 陽画 

5 プララン 5,000 ft 陽画 

1975 11 マヘ 6,250 ft 陽画 

1984 

- マヘ 1,000 m 陰画 

- プララン 1,000 m 陰画 

- ラ・ディーグ 1,000 m 陰画 

1998 

- マヘ 解像度 1 m 電子データ 

- プララン 解像度 1 m 電子データ 

- ラ・ディーグ 解像度 1 m 電子データ 

 

これらの航空写真を活用して、1959 年から現在までの約 50 年間の汀線変化及び変動を解析す

ることが出来る。また、現在「セ」国側が計画している航空写真を活用して、次のような情報を

得ることが想定される。 

・ 最新の海岸線位置 

・ 最新の海底、特にリーフの状況 

・ 最新の海岸状況（植生、構造物等） 

 

ただ、これらの内、そのほとんどは航空機またはヘリコプターを用いて上空からデジタルカメ

ラで撮影することにより必要な情報を得ることが出来る。特に海岸線の位置は潮位により変化す

ることから、航空写真から海岸線の位置を求める際には撮影時の潮位によってはその補正が必要

となる。一方、デジタルカメラでの撮影は、平均潮位時の撮影が可能であり、補正の問題は尐な

い。デジタルカメラで撮影した画像は計測に際して正射写真に変換する必要があるが、海岸付近

の地形は高低差が尐ないことから、ほぼ海面と同じ高さの平面として、既知の座標点も用いて標

定し、正射写真に変換することが出来る。また、雲の無い条件で最近取得された、地上分解能の

高い衛星画像を活用することも可能である。 

航空機やヘリコプターとデジタルカメラを用いる方法が、比較的費用が安ければ、海浜測量と

組み合わせて、検討対象地域の季節的な海岸線の変化を解析することも考えられる。ヘリコプタ

ーは Helicopter Seychelles により島の間の運航や空からの観光が行われている。 



 

5-13 

精度の良い衛星画像を活用することも考えられるが、現状では過去の状況は航空写真の活用、

現在の状況はヘリコプターによる撮影が良いと考えられ、これを補うものとして衛星写真がある。

過去の海岸線の状況は、古い衛星画像では精度が十分ではない可能性があり、最近の衛星画像は

十分な精度を有していることから、1998 年の航空写真と現在の間を補う資料として活用の余地は

ある。 

なお、洪水管理に関しては、航空写真がなくても、対象となる河川及び地域の測量が実施され

れば問題ない。 

（4） 地形図・海図 

「セ」国についての海図は英国海軍（British Admiralty Charts）が作成したものが 5 種類ある。 

・ No.721 は縮尺 1/750,000 であり、マヘ島と周辺の島を含み、北はバード島とデニス島を、西

はアミランテス島、单西はアストブ島、单東はケテヴィ島までを含む。 

・ No.722 は縮尺 1/25,000 でビクトリア港へのアクセスと港内を示す。 

・ No.724 は異なった縮尺で、「セ」国のデスロチェス島、バード島、デニス島、クルエース島、

プララン島の北、プラランとラ・ディーグ間の水路を含む。 

・ No.740 は縮尺 1/300,000 でマヘ島と周辺の島及び北はバード島とデニス島を含む。 

・ No.742 は縮尺 1/125,000 でマヘ島と西はアラデ島から東はフレゲート島までを含む。 

 

本調査においては島周辺の珊瑚礁の配置状況を知る必要があるが、これらの海図からは概略の

状況を知ることが出来る。詳細調査に際しては深浅測量が必要と考えられるが、「セ」国内では実

施できる業者がおらず、測量するとすれば外国の業者に発注するか、音響測深機を持参して測量

する等の方法が必要である。 

特に海岸侵食が問題になっている地点で、その原因が珊瑚礁での航路掘削（爆破）であるとい

われている地点があり、原因解明のためには、珊瑚礁の形状を測量する必要がある。また、北側

の海岸では越波が問題になっているが、対策の検討に際しては珊瑚礁の地形情報を必要としてい

る。その方法としては、ボートに音響測深器とトータルステーションの反射鏡を取り付け、ボー

トで測深すると共に、ボートの位置を追跡し測量する方法、音響測深機と GPS により測量する方

法、航空写真を利用する方法等が考えられる。 

また、洪水氾濫モデル等を作る際に利用することも想定される。前述した通り、使用するモデ

ルによって、必要なデータの精度や形式が変わってくるが、特に問題ない。 

（5） GIS 関連資料 

GIS データは MND で整備されており、その内容としては、地形データは 1998 年の航空写真に

基づいており、これに土地利用計画等の各種データを載せている。また、DOE 内の GIS データベ

ース整備については、GIS/情報管理ユニットで、「セ」国の環境に関する GIS 及びリモートセンシ

ングに関する要求を取り扱っているが、その主なレイヤーは次の通りである。 

・ 「セ」国の主要な島の湿地 

・ 浅海域の環境（ベントス等） 

・ 植生 
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・ 国立公園の管理区域、その他の保護区域（陸上と海域） 

・ 海がめ浜 

・ 自然景観区域 

・ 海岸開発区域 

 

また、道路局では次のレイヤーを整備している。 

・ 道路網 

・ 排水システム（カルバート、橋梁） 

 

今回のプロジェクトでは、海岸台帳として次のような情報が得られると考えられ、それを GIS

データとして集積し、他のレイヤーと組み合わせることで、活用することが可能である。 

・ 過去の海岸線 

・ 過去の湿地 

・ 過去の浸水区域 

・ 海岸施設 

・ 排水系統 

 

なお、道路に関連する排水系統は交通局（Department of Transport）で整備している。 

5-7-2 コンポーネント２：海岸保全・洪水管理計画の策定 

海岸保全計画として、海岸保全のための離岸堤や突堤等の大規模構造物は想定していない。むしろ、

「セ」国が今後、自国予算で実施していくべき対策計画を想定している。例えば、緩傾斜石積護岸や

植生による砂浜保護等の有効性の確認及び対策工の提案、沿岸リーフにおける珊瑚の再生･回復、科

学的な海岸モニタリング及び住民等が実施可能な簡易モニタリング等の導入･実施、等である。また、

道路等のインフラを保全するための、他の海浜への影響の尐ない護岸工法等の導入も計画のひとつと

なる。 

また、海岸保全分野においては、DOE やコミュニティ開発局等の国家機関及び UNDP 等のドナー、

そして EU による ReCoMaP、さらに Mitigation of Coastal Erosion and Restoration of Degraded Area in 

Sub-Saharan Africa のプロジェクト等、様々な機関により様々な活動･事業が実施されている。これら

の活動･事業の内容を詳細に把握する必要があると共に、それらの活動結果の知見と教訓を、本プロ

ジェクトに生かしていく必要がある。 

一方、洪水管理計画としては、治水ダム、放水路、市街地排水路網の整備・拡幅、排水路の維持管

理（定期的浚渫等）、公共施設の管路やケーブル等の排水路からの移設･撤去、洪水被害･対策を考慮

した土地利用、洪水予警報･避難、Wetland の遊水地利用、雤水流出を遅らせる雤水貯留施設のビル

や家屋での整備のための法制度（総合洪水対策）等、さまざまな対策が考えられる。これら様々なオ

プションは、社会･環境的、経済･財務的、技術的な観点から十分に検討されなければならない。しか

し、「セ」国の経済･財務的負担及びビクトリア市街における資産集中の程度を考慮すると、ダムや放

水路、市街地全域の排水路整備等、巨大な資金を必要とする計画は、尐なくとも短期･中期的にはフ

ィージブルとは言えないであろう。むしろ、洪水被害軽減の効果がすぐに出てくるような対策、「セ」
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国政府が独自予算で徐々に実施可能な対策に焦点を絞っていくことが必要であると思われる。 

ビクトリア市街の洪水管理として上記のような対策を考える場合、DOE のみでそれらの対策を計

画し実施することは困難である。排水管理ユニットが中心となって、運輸局、危機･災害管理局、国

家開発省及び水道･通信等ライフラインに係わる民間企業等、多くの機関が洪水対策についてできる

ことを、共に考え計画し実施していく必要がある。 

なお、河口閉塞が原因で洪水となり、また河川や排水路の浚渫は海岸侵食に影響を与えるため、海

岸保全と洪水管理を分けないで計画をたてることが重要であると考えられる。 

5-7-3 コンポーネント３：パイロット事業の実施 

パイロット事業の実施は、試験･評価が主目的ではあるが、実際に現場で活動して海岸侵食や洪水

被害の改善に貢献できるという意味で実施する意義は大きい。さらに、技術移転の観点からも非常に

重要である。すなわち、C/P 機関が、現場を調査し、必要な事業を計画して実施し、モニタリングを

行ってその効果を確認し、事業を評価して今後に生かしていく、というプロセスを実際に体験するこ

とによって、C/P にとって貴重な知識習得及び経験の場になる。 

現段階ではパイロット事業の個所、内容、規模等は決まっていないが、海岸保全及び洪水管理のそ

れぞれで 1～2 箇所、合計 2～3 箇所程度を想定している。パイロット事業の内容については、本調査

期間中にできるだけ明らかにしておく必要がある。 

5-7-4 コンポーネント４：海岸保全・洪水管理計画に係る技術移転 

「セ」国全体の海岸保全及び洪水管理という大きな課題を扱うには、DOE 内の担当部所である環

境工学･湿地帯課の職員数は 11 名と非常に尐ない。したがって、本プロジェクトの実施に当っては、

DOE の気候･環境部内の気象部や GIS･データ管理部はもちろんのこと、HAET の運輸局道路部門等

も巻き込むと共に、M/M でも記述している通り、その他の関連機関とも強い連携を持って、Task Force

（Steering/Technical Committee）を形成する必要がある。そして、「セ」国全体で海岸保全及び洪水管

理というタスクを実施する、という姿勢を求める必要がある。 

本プロジェクトに配置される専門家は、技術移転が重要であるということを肝に銘じて活動する必

要がある。したがって、プロジェクトの開始前に、「セ」国側の技術移転に係わるニーズを十分に把

握し、それらを踏まえた詳細な技術移転計画を作成すべきである。 

また、技術移転は、C/P 機関である DOE 内に留まらず、広く Task Force のメンバーに対して実施

していくべきであり、DOE の能力向上ももちろん大切であるが、海岸保全及び洪水管理に対する「セ」

国全体の能力向上を目標とすべきである。 

C/P 機関である DOE の担当職員は皆若く非常に熱心であり、技術を習得したいという意欲に溢れ

ており、技術協力を通じてかなりの能力向上が期待できる。
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第 6 章 環境社会配慮 

｢セ｣国では 1994 年に環境保護法が基本法として施行されて以来、本格的な環境社会配慮が実施さ

れており、この基本法に基づいて環境に関する様々な法令が制定されてきている。環境保護法の目的

は、事業（プロジェクト）が自然環境及び地域社会に及ぼす恐れのある影響について、調査・予測・

評価を行い、その環境への影響を回避あるいは低減させるための計画の提示及び実施を目的とする。

すべての事業は、上記の環境保護法に基づいて環境ライセンスの取得手続きを経ることが規定されて

おり、本調査にて提案するプロジェクトにおいても例外ではない。 

6-1 環境影響評価の手続き 

「セ」国において、環境影響評価は新しいものでなく 1974 年以来実施され、本格的な環境影響評

価（EIA）は、環境保護法（1994 年）に基づいて実施される。当初、DOE 組織内で実施される簡易

的な EIA であったが、現在では全プロジェクトに対して、共通コンセプトに基づく EIA（クラス II）

が実施されている。EIA（クラス II）は、既存の組織内でアドホックに実施される簡卖化された環境

影響評価手続きであり、これらは継続的にアップグレードされており、プロジェクト申請者に代わり

十分に訓練されたスタッフによって、詳細な現場調査リストによって環境影響評価が行われている。 

また、観光・開発プロジェクトに対しては、環境保護法（1995）と環境保護（影響評価）条例（1996）

の下で、より正規な EIA（クラス I）が規定されている。また、海岸地域における開発においては、

Beach Control Act 及び Sand Gravel Act で規定されたガイドラインが適用される。なお、クラス分類の

基準は環境保護法では規定されていない。 

一般的に、EIA の手続きに要する期間は、4～6 ヶ月であるが、公共プロジェクトの場合は 1 ヶ月

程度である。 

6-1-1 観光・開発プロジェクト 

観光・開発プロジェクトに対して、以下の手順に従う。 

第 1：プロジェクトの申請とスクリーニング 

・ 全ての観光・開発プロジェクトの提案書は観光省に提出され、観光省は他の関係省庁と協議す

る。 

・ 観光省は関係省庁からのコメントを受領後、申請者に国土・居住省内の計画立案機関に概要申

請書を提出させる。 

・ 計画立案機関は環境省に環境認可を求めるのと同時に各省に通知する。 

・ 環境省は概要申請書を精査し、要求される環境影響評価（EIA）のクラスを決定する。 

 

＜EIA（クラス I）が要求される場合＞ 

第 2：スコーピングとパブリックコンサルテーション 

・ EIA の TOR に関して、DOE 内の汚染防止・環境影響部門（PCEI）にコンタクトを取るように、

計画立案機関は申請者あるいはその代理人に助言する。 

・ この過程で、開発により影響を受ける可能性のある他の関係者の意見を正式に求めることを申

請者は要求される。 
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第 3：スコーピング報告書の提出と EIA の TOR 提示 

・ スコーピング報告書は EIA の TOR を準備するために使用される。 

 

第 4：コンサルタントの EIA 報告書作成とそのレビュー 

・ 申請者あるいはその代理人は TOR の内容について環境省と協議する。 

 

第 5：パブリックインスペクションと決定 

・ EIA（案）は検証のために環境省に提出され、一般閲覧のために展示される（2 週間）。 

・ ステークホルダーにより、EIA（案）は読まれコメントがなされ、このパブリックコメントは

EIA（案）を評価するとき考慮される。 

 

第 6：最終判断と EIA の承認 

・ 環境省によって設立された承認委員会によって審査され、審査結果が計画立案機関に送られる。 

・ 承認が得られた場合には、申請者は詳細な計画を続行することができる。 

 

＜EIA（クラス II）が要求される場合＞ 

第 2：EIA の承認 

1）提案プロジェクトに対して、環境影響リスクが小さい、または十分に軽減できると考えられ

る場合、計画立案機関を通じて、特定の条件を有する環境認可が発出され開発が承認される。 

2）提案プロジェクトに対して、環境影響リスクが大きい、または十分に軽減ができないと考え

られる場合、開発が拒絶される。申請者はその決定を不当と感じる場合、申請者にアピールす

るための機会が与えられ、最終決定者である環境大臣に訴えることができる。 

 

6-1-2 その他のプロジェクト 

その他のプロジェクトについては、EIA（クラス II）の手順に従う。 

6-2 環境社会配慮調査 

6-2-1 プロジェクトの概要 

（1） サイト周辺環境 

主要３島（マヘ島、プララン島、ラ・ディーグ島）は、いずれも険しい山々と細い海岸地帯で

構成され、海岸地帯の低平地には主要道路や住宅が建設されている。このような海岸地域におい

て、近年立て続けに気候変動に起因したと思われる災害により被害を受けている。すなわち、1998

年のプララン島アンセ・ケランでの海岸侵食、2004 年の首都ビクトリアにおける湛水やスマトラ

島沖地震による津波、2006 年のサイクロンの襲来、2007 年の大潮時の高波による洪水等である。

また、過去には建設資材として珊瑚が採取され、現在でも埋立てによる住宅開発が行われており、

このような海岸地形の変動が海岸地域でのリスクを増大させている。 

（2） プロジェクトの概要 

海岸保全・洪水管理計画の策定にあたっては、コミュニティ防災活動、モニタリング体制構築

等の非構造物対策や、実施しない場合も含めた複数の構造物対策代替案について検討を行い、経

済面、技術面のみならず、環境面、社会面への効果・影響についても評価を行った上で計画を策

定する。 
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なお、計画に盛り込まれる構造物対策としては（a）～（c）、パイロット事業の実施における構

造物対策については、（d）、（e）を想定している。 

1） 海岸保全 

護岸、突堤、養浜等の新設・改修 

2） 首都ビクトリアの洪水管理 

既存排水路の拡幅、排水路や遊水地の新設 

3） 首都ビクトリア以外の洪水管理 

排水路の延長と拡幅、排水路や遊水地の新設 

4） 海岸保全 

マヘ島：護岸の建設（ノースウエストポイント 200m 程度、ベ・ラザール 400m程度） 

 ラ・ディーグ島：突堤の建設（ラ・パス 100m程度） 

5） 首都ビクトリア以外の洪水管理 

マヘ島：排水路の延長と拡幅（ポイント・ラルー、 オ・カップ、アンセ・オ・ピン、 

 アンセ・ロイヤル、延長距離：100～500m、拡幅：0.5m） 

6-2-2 スクリーニング 

本プロジェクトは、土地利用の管理、コミュニティ防災活動、モニタリング体制構築といった非構

造物対策が中心であり、構造物対策についても比較的小規模構造物であり、ほとんど環境への影響が

見られないものの、一部影響を及ぼす可能性があるため、JICA 環境社会配慮ガイドラインにおける

環境カテゴリーは「B」が適当である。 

6-2-3 スコーピング 

表  6-2-1 に示す通り環境マトリックスを使用してスコーピングを行い、環境への影響が想定される

項目の選定を行った。影響の可能性が考えられる項目を広く抽出しており、評定 B では影響評価を、

評定 C では影響の有無とその程度を確認し、必要に応じ影響評価することを想定している。 

海岸保全・洪水管理計画の策定においては、構造物対策も含まれるために、その影響が表れること

を想定する。特に首都ビクトリアでは、遊水地の設置、排水路の改修、道路排水の改修等の構造物対

策が考えられるが、「セ」国の財政の現状では施設規模が限定され、影響は尐ないと考えられる。 

パイロット事業の実施においては、小規模な構造物対策のため影響は尐なく、また首都ビクトリア

における構造物対策は現時点で困難なため非構造物対策が主体となり影響は尐ないと考えられる。 

なお、コンポーネント１（基礎調査）及びコンポーネント４（技術移転）では環境への影響は想定

されない。 
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表 6-2-1 スコーピングチェックリスト（コンポーネント２：海岸保全・洪水管理計画の策定） 

影響項目 評定 根拠・理由 

社
会
環
境

 

1 非自発的住民移転 B 

移住（Retreat）や構造物対策（Protect）が計画に含まれるため、

非自発的住民移転に関して重大ではないが、影響を引き起こ

す。なお、住民移転の規模としては、20 世帯以上の移転が発生

する計画は検討しない予定。 

2 
雇用や生計手段等の地域経

済 
B 

非自発的住民移転により、雇用や生計手段等の地域経済に関し

て重大ではないが、影響を引き起こす。 

3 土地利用や地域資源利用 B 
新たな土地利用計画により、土地利用や地域資源利用に関して

重大ではないが、影響を引き起こす。 

4 
社会関係資本や地域の意思

決定機関等の社会組織 
C 

社会関係資本や非公式な組織は存在するため、社会関係資本や

地域の意思決定機関等の社会組織に関して影響を引き起こす

可能性があるが、影響程度は不明である。 

5 
既存の社会インフラや社会

サービス 
B 

住民参加の非構造物対策（Accommodation）が中心のため、既

存の社会インフラや社会サービスに関して重大ではないが、影

響を引き起こす。 

6 貧困層・先住民族・尐数民族 C 

貧困層・先住民族・尐数民族の所在は不明である。したがって、

貧困層・先住民族・尐数民族に関して影響を引き起こす可能性

があるが、影響程度は不明である。 

7 被害と便宜の偏在 C 

移住が計画に含まれる場合、住民移転により便宜の偏在の可能

性がある。また、非構造物対策が計画の中心となるため、被害

状況が現状維持の地域が存在し、被害と便宜の偏在に関して影

響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。 

8 文化遺産 C 
文化遺産の所在は不明である。したがって、文化遺産に関して

影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。 

9 地域内の利害対立 B 

構造物対策（特に、護岸建設）が他の海岸侵食を引き起こし、

地域内の利害対立に関して重大ではないが、影響を引き起こ

す。 

10 水利用、水利権、入会権 B 

水利用計画と構造物対策（特に、排水系統の変更）が計画され

る場合、水利用、水利権、入会権に関して重大ではないが、影

響を引き起こす。 

11 公衆衛生 B 
構造物対策（特に、排水系統の変更）が水質を変化させ、公衆

衛生に関して重大ではないが、影響を引き起こす。 

12 
災害、HIV/AIDS のような感

染症 
B 

構造物対策（特に、護岸建設）が新たな災害を発生させ、災害

に関して重大ではないが、影響を引き起こす。ただし、HIV/AIDS

のような感染症に関して影響を引き起こす可能性は想定され

ない。 

自
然
環
境

 

13 地形・地質 B 

構造物対策（特に、護岸建設）により、地形に関して重大では

ないが、影響を引き起こす。ただし、地質に関して影響を引き

起こす可能性は想定されない。 

14 土壌侵食 D 土壌侵食に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

15 地下水 B 

構造物対策（特に、排水系統の変更）により地下水位が変化す

る可能性があり、地下水に関して重大ではないが、影響を引き

起こす。 

16 湖沼・河川状況 B 
構造物対策（特に、排水系統の変更）により、湖沼・河川状況

に関して重大ではないが、影響を引き起こす。 

17 海岸・海域 B 
構造物対策（特に、護岸建設）により、海岸・海域に関して重

大ではないが、影響を引き起こす。 

18 動植物、生物多様性 B 
構造物対策（特に、護岸建設）により、動植物、生物多様性に

関して重大ではないが、影響を引き起こす。 

19 気象 D 
活動規模が小さく、気象に関して影響を引き起こす可能性は想

定されない。 

20 景観 B 
構造物対策（特に、護岸建設）により、景観に関して重大では

ないが、影響を引き起こす。 

21 地球温暖化 C 
構造物対策の施工中に、地球温暖化に関して影響を引き起こす

可能性があるが、影響程度は不明である。 
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汚
染

 

22 大気汚染 C 

構造物対策の施工中の機材搬入、重機の操業等により、大気汚

染に関して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明

である。 

23 水質汚濁 B 

構造物対策（特に、排水系統の変更）の施工中に水質が変化す

る可能性があり、水質汚濁に関して重大ではないが、影響を引

き起こす。 

24 土壌汚染 D 土壌汚染に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

25 廃棄物 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）の施工中に、廃棄物に関

して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明であ

る。 

26 騒音・振動 C 
構造物対策の施工中、騒音・振動に関して影響を引き起こす可

能性があるが、影響程度は不明である。 

27 地盤沈下 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）による地下水位の変動に

より、地盤沈下に関して影響を引き起こす可能性があるが、影

響程度は不明である。 

28 悪臭 D 悪臭に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

29 沈殿物 B 
構造物対策（特に、排水系統の変更）により、沈殿物に関して

重大ではないが、影響を引き起こす。 

30 事故 B 
構造物対策の施工中に、事故に関して重大ではないが、影響を

引き起こす。 

全体評価 B - 

注） A：重大なインパクトが見込まれる 

B：多尐のインパクトが見込まれる 

C：不明（検討する必要あり） 

D：ほとんどインパクトは考えられない（FA/EIA 対象外） 

 

表 6-2-2 スコーピングチェックリスト（コンポーネント３：パイロット事業の実施） 

影響項目 評定 根拠・理由 

社
会
環
境

 

1 非自発的住民移転 C 

構造物対策（Protect）により、非自発的住民移転に関して影響

を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。なお、

住民移転の規模としては、最大でも数世帯程度に留める。 

2 
雇用や生計手段等の地域経

済 
C 

非自発的住民移転により、雇用や生計手段等の地域経済に関し

て影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。 

3 土地利用や地域資源利用 B 
新たな土地利用計画により、土地利用や地域資源利用に関して

重大ではないが、影響を引き起こす。 

4 
社会関係資本や地域の意思

決定機関等の社会組織 
C 

社会関係資本や非公式な組織は存在するため、社会関係資本や

地域の意思決定機関等の社会組織に関して影響を引き起こす

可能性があるが、影響程度は不明である。 

5 
既存の社会インフラや社会

サービス 
B 

住民参加の非構造物対策（Accommodation）が中心のため、既

存の社会インフラや社会サービスに関して重大ではないが、影

響を引き起こす。 

6 貧困層・先住民族・尐数民族 C 

貧困層・先住民族・尐数民族の所在は不明である。したがって、

貧困層・先住民族・尐数民族に関して影響を引き起こす可能性

があるが、影響程度は不明である。 

7 被害と便宜の偏在 C 

非構造物対策により、被害状況が現状維持の地域が存在し、被

害と便宜の偏在に関して影響を引き起こす可能性があるが、影

響程度は不明である。 

8 文化遺産 C 
文化遺産の所在は不明である。したがって、文化遺産に関して

影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。 

9 地域内の利害対立 B 

構造物対策（特に、護岸建設）が他の海岸侵食を引き起こす可

能性があり、地域内の利害対立に関して重大ではないが、影響

を引き起こす。 

10 水利用、水利権、入会権 B 

水利用計画と構造物対策（特に、排水系統の変更）が計画され

る場合、水利用、水利権、入会権に関して重大ではないが、影

響を引き起こす。 
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11 公衆衛生 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）が水質を変化させ、公衆

衛生に関して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不

明である。 

12 
災害、HIV/AIDS のような感

染症 
B 

構造物対策（特に、護岸建設）が新たな災害を生じさせ、災害

に関して重大ではないが、影響を引き起こす。ただし、

HIV/AIDS のような感染症に関して影響を引き起こす可能性は

想定されない。 

自
然
環
境

 

13 地形・地質 B 

構造物対策（特に、護岸建設）により、地形に関して重大では

ないが、影響を引き起こす。ただし、地質に関して影響を引き

起こす可能性は想定されない。 

14 土壌侵食 D 土壌侵食に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

15 地下水 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）により地下水位が変化し、

地下水に関して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は

不明である。 

16 湖沼・河川状況 B 
構造物対策（特に、排水系統の変更）により、湖沼・河川状況

に関して重大ではないが、影響を引き起こす。 

17 海岸・海域 B 
構造物対策（特に、護岸建設）により、海岸・海域に関して重

大ではないが、影響を引き起こす。 

18 動植物、生物多様性 B 
構造物対策（特に、護岸建設）により、動植物、生物多様性に

関して重大ではないが、影響を引き起こす。 

19 気象 D 
活動規模が小さく、気象に関して影響を引き起こす可能性は想

定されない。 

20 景観 C 
構造物対策（特に、護岸建設）により、景観に関して影響を引

き起こす可能性があるが、影響程度は不明である。 

21 地球温暖化 D 
活動規模が小さく、地球温暖化に関して影響を引き起こす可能

性は想定されない。 

汚
染

 

22 大気汚染 D 
活動規模が小さく、大気汚染に関して影響を引き起こす可能性

は想定されない。 

23 水質汚濁 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）の施工中に、水質汚濁に

関して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明であ

る。 

24 土壌汚染 D 土壌汚染に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

25 廃棄物 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）の施工中に、廃棄物に関

して影響を引き起こす可能性があるが、影響程度は不明であ

る。 

26 騒音・振動 C 
構造物対策の施工中に、騒音・振動に関して影響を引き起こす

可能性があるが、影響程度は不明である。 

27 地盤沈下 C 

構造物対策（特に、排水系統の変更）による地下水位の変動に

より、地盤沈下に関して影響を引き起こす可能性があるが、影

響程度は不明である。 

28 悪臭 D 悪臭に関して影響を引き起こす可能性は想定されない。 

29 沈殿物 B 
構造物対策（特に、排水系統の変更）により、沈殿物に関して

重大ではないが、影響を引き起こす。 

30 事故 C 
構造物対策の施工中に、事故に関して影響を引き起こす可能性

があるが、影響程度は不明である。 

全体評価 B - 

注） A：重大なインパクトが見込まれる 

B：多尐のインパクトが見込まれる 

C：不明（検討する必要あり） 

D：ほとんどインパクトは考えられない（FA/EIA 対象外） 

 

6-2-4 主な環境社会影響と緩和策 

プロジェクトの実施により予測される環境社会影響項目は上記の通りである。各影響項目について

影響程度、及び必要な場合の緩和策を以下に示す。 
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項目 1：非自発的住民移転 

首都ビクトリアでは、構造物対策により住民移転が必要になる可能性がある。緩和策とし

て、政府所有の土地を活用した構造物の建設や洪水リスクの低い場所への移転を進めること

等が考えられる。また、住民への適切な補償について検討する。 

項目 2：雇用や生計手段等の地域経済 

ほとんど影響は無いと考えられるが、一応チェックする。 

項目 3：土地利用や地域資源利用 

非構造物対策に土地利用計画が含まれる場合、影響が生じると考えられる。将来の土地利

用が制約されることは、防災面からやむを得ないと考える。 

項目 4：社会関係資本や地域の意思決定機関等の社会組織 

小さな島なので住民は相互に良く知っており、社会関係資本や非公式な組織は存在すると

考えられる。緩和策として、計画の策定段階から住民の参加を求めることが考えられる。 

項目 5：既存の社会インフラや社会サービス 

住民参加型の非構造物対策が中心となるために、地域社会に多尐影響が生じる可能性があ

る。緩和策として、計画の策定段階から住民の参加を求めることが考えられる。 

項目 6：貧困層・先住民族・尐数民族 

ほとんど影響は無いと考えられるが、一応チェックする。 

項目 7：被害と便宜の偏在 

他の海岸への影響を考慮すると現状維持となる海岸もあり、構造物対策を講じた海岸との

被害の偏在が生じる可能性がある。また、非構造物対策に移住（Retreat）が含まれる場合、

移住の必要のない住民との便宜の偏在が存在する。緩和策として、現状維持程度であること

を、資料を活用して説明し理解を得る。移住については項目１の通りである。 

項目 8：文化遺産 

ほとんど影響は無いと考えられるが、一応チェックする。 

項目 9：地域内の利害対立 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、計画の策定段階から住民の

参加を求めることが考えられる。 

項目 10：水利用、水利権、入会権 

洪水管理計画において、構造物対策として遊水地や放水路を想定すると影響が生じる可能

性がある。緩和策として、計画に際して影響が尐ないように構造物の配置及び管理について

考慮する。 

項目 11：公衆衛生 

洪水管理計画において、構造物対策により項目 23 の水質に関連し影響が生じる可能性が

ある。緩和策として、水質の改善を図る。 

項目 12：災害、HIV/AIDS のような感染症 

構造物対策が新たな災害を招く可能性がある。緩和策として、過去の事例、経験を参考に

対策計画を策定し、またモニタリングにより計画を変更していく。 

項目 13：地形・地質 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、可能な限り自然の特性を変

えない対策を実施する。 
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項目 15：地下水 

洪水管理計画において、構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、流

況変化の尐ない構造物を計画する。 

項目 16：湖沼・河川状況 

洪水管理計画において、構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、流

況変化の尐ない構造物を計画する。 

項目 17：海岸・海域 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、自然の特性を変えない対策

を実施する。 

項目 18：動植物、生物多様性 

構造物対策により生息、生育域に影響が生じる可能性がある。緩和策として、構造物対策

よりも非構造物対策を活用する。 

項目 20：景観 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。緩和策として、構造物対策よりも非構造物

対策を活用する。また、修景により影響の緩和を図る。 

項目 21：地球温暖化 

ほとんど影響は無いと考えられるが、一応チェックする。 

項目 22：大気汚染 

ほとんど影響は無いと考えられるが、一応チェックする。 

項目 23：水質汚濁 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。必要であれば水質の改善を図る。 

項目 25：廃棄物 

工事中にコンクリート塊が発生する可能性があるが、適切に処理する。 

項目 26：騒音・振動 

構造物対策工事の施工中、重機の操業等により騒音・振動が発生する。低騒音の機器また

は遮音の措置を図る。 

項目 27：地盤沈下 

構造物対策により影響が生じる可能性がある。地盤沈下が想定されるのは湿地帯であるこ

とから、湿地帯の保全を図る計画とする。 

項目 29：沈殿物 

洪水管理計画において、構造物対策により影響が生じる可能性がある。流速変化により沈

殿が生じると考えられ、流速変化を生じない構造物対策を計画する。 

項目 30：事故 

構造物の建設に関連する事故、遊水地等の運用による事故が想定される。海岸地域での工

事のため潮汐等による事故の可能性がある。雤季を避けた工程計画、気象情報の把握等十分

な施工監理を実施して、事故の発生を回避する。また、道路用地内の工事も含まれるため、

施工中に交通事故が発生する可能性がある。事故防止のため、一般道路との接触部に交通誘

導員の配置、資機材の運搬ルート・輸送方法等を適切に計画する必要がある。 
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6-2-5 予防・緩和計画及び環境適用・モニタリング計画 

本プロジェクトにおける海岸保全・洪水管理計画の策定とパイロット事業は、過去の開発、例えば、

埋立て、珊瑚の掘削、海岸道路・施設の建設により発生した問題を解決するため、「セ」国に見合っ

た対策の検討が主目的であり、過去に実施した事業の環境への影響の予防・緩和計画の策定と位置づ

けられる。 

また、「セ」国では、海岸のモニタリングが定期的に行われていることから、過去の EIA 結果と同

様に現在行われている海岸モニタリングの手法・実施体制を分析し、その結果を同様にモニタリング

計画に反映する。 

6-2-6 プロジェクトの総合評価 

本プロジェクトにおける海岸保全・洪水管理計画の策定とパイロット事業は、「セ」国の環境制度

に則れば、EIA（クラスⅡ）に分類される可能性が高い。コミュニティ防災活動やモニタリング体制

構築等の非構造物対策を主体とした海岸保全・洪水管理計画を策定することが主体となるため、環境

への大きな影響は想定されない。したがって、DOE が作成する予防・緩和計画による緩和策が実施

されれば、全項目においてほとんど影響がないと再評価され、本プロジェクトの実施は可能であると

言える。 
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